
議案第 ４ 号

沖縄県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則について

以下の理由により、沖縄県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則案を別紙のと

おり提出する。

令和４年２月10日提出

沖縄県教育委員会教育長 金城 弘昌

理 由

民法（明治29年法律第89号）の一部を改正する法律の施行により、成年年齢が満18歳

となること（令和４年４月１日）に伴い、入学・転学等の手続きにおける保護者及び保

証人に関する規定を改める必要がある。

また、県立美咲特別支援学校の過密化に伴い、高等部分教室を設置する必要がある。

県立島尻特別支援学校真和志高等学校分教室の設置に伴い、特別支援学校においても

２学期制へ対応する必要があるため、校長が教育上必要があると認めたときは、教育委

員会に届け出て学年を２学期に分けることができるようにする必要がある。

これが、この議案を提出する理由である。

【参考・根拠規定】

民法（明治29年法律第89号）

（成年）

第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。

（親権者）

第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。

二 子が養子であるときは、養親の親権に服する。

三 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行

うことができないときは、他の一方が行う。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

（学校等の管理）

第三十三条 教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その所管に属

する学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその

他の教育機関の管理運営の基本的事項について、必要な教育委員会規則を定めるも

のとする。この場合において、当該教育委員会規則で定めようとする事項のうち、

その実施のためには新たに予算を伴うこととなるものについては、教育委員会は、

あらかじめ当該地方公共団体の長に協議しなければならない。



沖縄県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年 月 日

沖縄県教育委員会

教育長 金 城 弘 昌

沖縄県教育委員会規則第 号

沖縄県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則

沖縄県立特別支援学校管理規則（平成12年沖縄県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

目次中「第42条」を「第42条の２」に改める。

第８条第４項を同条第５項とし、同条第３項中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第４項とし、同

条第２項の次に次の１項を加える。

３ 校長は、教育上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会に届け出て、次の２

学期に分けることができる。

前期 ４月１日から10月10日まで

後期 10月11日から翌年３月31日まで

第17条第１項中「保護者」の次に「（学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。）」を加え

る。

第18条を次のように改める。

（入学の手続）

第18条 入学を許可された者は、校長の指定する期日までに、誓約書（第６号様式）、住民票の謄本その他

必要な書類を校長に提出しなければならない。

第21条の見出し中「保護者及び」を削り、同条第１項を次のように改める。

入学しようとする者は、保護者等（保護者その他の学校に対して幼児又は児童生徒に関する責任を負う者

として教育委員会が定める者をいう。以下同じ。）のもとから通学できない状況にある場合は、保証人を立

てるものとする。

第21条第２項及び第３項、第22条第１項、第23条第１項、第24条第１項、第25条第１項、第26条第１項、

第27条第１項、第28条第１項並びに第29条第１項中「保護者」を「保護者等」に改める。

第33条第２号中「修得」を「履修」に改める。

第34条第１項中「課程」を「教育課程」に改める。

第36条第１項、第37条第１項、第41条第１項及び第３項並びに第42条中「保護者」を「保護者等」に改め

る。

第３章中第42条の次に次の１条を加える。

（成年者の特例）

第42条の２ 成年者に係る第21条第１項から第３項まで、第22条第１項、第23条第１項、第24条第１項、第

25条第１項、第26条第１項、第27条第１項、第28条第１項、第29条第１項、第36条第１項、第37条第１

項、第41条第１項及び第３項並びに第42条の規定の適用については、第21条第１項中「入学しようとする

者は、保護者等（保護者その他の学校に対して幼児又は児童生徒に関する責任を負う者として教育委員会

が定める者をいう。以下同じ。）のもとから通学できない状況にある場合」とあるのは「入学しようとす

る者」と、同条第２項中「保護者等とともに幼児又は児童生徒」とあるのは「生徒」と、同条第３項中

「保護者等若しくは保証人」とあるのは「保証人」と、第22条第１項、第23条第１項、第24条第１項、第

25条第１項、第26条第１項、第27条第１項、第28条第１項、第29条第１項、第36条第１項、第37条第１項

及び第41条第１項中「保護者等」とあるのは「保証人」と、同条第３項中「保護者等」とあるのは「遺

族」と、第42条中「保護者等及び保証人」とあるのは「保証人」とする。ただし、当該成年者が誓約書を

提出した日において18歳未満である場合は、この限りでない。

２ 前項ただし書の場合において、当該成年者の保護者等であった者は、なお保護者等であるものとみな

す。

第59条第３項中「保護者」を「保護者等」に改める。

別表第１沖縄県立美咲特別支援学校の項を次のように改める。

沖縄県立美咲特別支援学校 沖縄市美里 知的障害 幼稚部 １年、２年、３年

小学部 ６年



中学部 ３年

高等部 ３年 普通科

美里高等学校分教室 沖縄市松本 知的障害 高等部 ３年 普通科

総合教育センター分教室 沖縄市与儀 知的障害 高等部 ３年 普通科

第６号様式から第14号様式までを次のように改める。

第６号様式（第18条関係）

誓約書

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

歳児
部 科

第 学年

幼児・生徒名

上記の者の在学中は、教育方針に従い、諸規則を守らせ、本人に関する全ての責任を負うことを誓

います。

保護者等 住 所

氏 名

（幼児・生徒との続柄）

保 証 人 住 所

氏 名

（幼児・生徒との続柄）

（Ａ４判）

注 １ 幼稚部については、科を除く。

２ 保護者等又は保証人に係る記載が不要である場合には、適宜修正すること。

第７号様式（第22条関係）

転学願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

歳児
部 科

第 学年

幼児・児童・生徒氏名

保護者等氏名

下記のとおり転学したいので、許可をお願いします。

記

転学先 学校

事由

（Ａ４判）

注 １ 幼稚部・小学部・中学部については、科を除く。



２ 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第８号様式（第23条関係）

転科願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年

生徒氏名

保護者等氏名

下記のとおり転科したいので、許可をお願いします。

記

転科先 科第 学年

事由

（Ａ４判）

注 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第９号様式（第24条関係）

退学願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

歳児
部 科

第 学年

幼児・生徒氏名

保護者等氏名

下記のとおり退学したいので、許可をお願いします。

記

期日 年 月 日

事由

（Ａ４判）

注 １ 幼稚部については、科を除く。

２ 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第10号様式（第25条関係）

留学願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年

生徒氏名

保護者等氏名



下記のとおり留学したいので、許可をお願いします。

記

期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

留学先 国名

学校名

留学の目的

（Ａ４判）

注 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第11号様式（第26条関係）

休学願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年

生徒氏名

保護者等氏名

下記のとおり休学したいので、許可をお願いします。

記

期間 年 月 日 から 年 月 日 まで

事由

（Ａ４判）

注 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第12号様式（第27条関係）

休学取消願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年

生徒氏名

保護者等氏名

年 月 日から のため休学しておりましたが、下記のとおり

その事由が消滅したので、休学の取消しをお願いします。

記

期間 年 月 日

事由



（Ａ４判）

注 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第13号様式（第28条関係）

復学願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

高等部 科第 学年

生徒氏名

保護者等氏名

年 月 日から のため休学しておりましたが、下記のとおり復学

したいので、許可をお願いします。

記

期間 年 月 日

事由

（Ａ４判）

注 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第14号様式（第29条関係）

再入学願

年 月 日

沖縄県立 学校長 殿

歳児
部 科

第 学年

幼児・生徒氏名

保護者等氏名

下記のとおり再入学したいので、許可をお願いします。

記

期日 年 月 日

事由

（Ａ４判）

注 １ 幼稚部については、科を除く。

２ 本人が成年者であるときは、「保護者等」を「保証人」とする。

第15号様式注を次のように改める。

注 小学部及び中学部については、科を除く。

第16号様式注２中「高等部」の次に「専攻科」を加える。

第17号様式から第20号様式を次のように改める。

第17号様式（第35条関係）



割印 証 第 号

卒業証明書

氏 名

年 月 日生

上記の者は、 年 月 日本校 部 科を卒業したことを証明する。

年 月 日

沖縄県立 学校長 氏 名 印

（Ａ４判）

注 小学部及び中学部については、科を除く。

第18号様式（第35条関係）

割印 証 第 号

修了証明書

氏 名

年 月 日生

上記の者は、 年 月 日本校 部 科を修了したことを証明する。

年 月 日

沖縄県立 学校長 氏 名 印

（Ａ４判）

注 １ 幼稚部については、科を除く。

２ 高等部専攻科については、科の次に学科名を加える。

第19号様式（第35条関係）

割印 証 第 号

在学証明書

住所

氏名

年 月 日生

上記の者は、本校 部 科第 学年に在学していることを証明する。

年 月 日



沖縄県立 学校長 氏 名 印

（Ａ４判）

注 １ 幼稚部については、「 科第 学年」を「第 歳児」とする。

２ 小学部及び中学部については、科を除く。

３ 高等部専攻科については、科の次に学科名を加える。

第20号様式（第35条関係）

学業成績証明書

高等部 全日制課程 科 年 月 卒業 修了

氏名

第１学年 第２学年 第３学年

教
科目

評 授 出 単 評 授 出 単 評 授 出 単
科 定 業 席 位 定 業 席 位 定 業 席 位

時 時 数 時 時 数 時 時 数
数 数 数 数 数 数

国
語

上記のとおり証明する。

年 月 日

沖縄県立 学校長 氏 名 印

記載責任者 氏 名 印

（Ａ４判）

附 則

この規則は、令和４年３月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。

⑴ 第33条第２号及び第34条第１項の改正規定 公布の日

⑵ 別表第１の改正規定 令和４年４月１日



規則案の概要の説明

部課名 教育庁県立学校教育課

１ 件名

沖縄県立特別支援学校管理規則の一部を改正する規則

２ 改正の経緯及び必要性

⑴ 民法（明治29年法律第89号）の一部を改正する法律の施行により、成年年齢が

満18歳となること（令和４年４月１日）に伴い、入学・転学等の手続きにおける

保護者及び保証人に関する規定を改める。

⑵ 県立美咲特別支援学校の過密化に伴い、高等部分教室を設置する。

⑶ 島尻特別支援学校真和志高等学校分教室の設置に伴い、特別支援学校において

も２学期制へ対応する必要があるため、校長が教育上必要があると認めたとき

は、教育委員会に届け出て学年を２学期に分けることができることとする。

３ 改正案の概要

⑴ ２学期制へ対応できるよう前期、後期を加える。（第８条関係）

⑵ 保護者及び保護者等の定義を定める。（第17条、第18条、第21条から第29条ま

で、第36条、第37条、第41条、第42条及び第59条関係）

⑶ 入学・転学等の手続きにおける成年者の特例を定める。（第42条の２関係）

⑷ 沖縄県立美咲特別支援学校の項に美里高等学校分教室及び総合教育センター分

教室を加える。（別表第１）

⑸ 入学・転学等の手続きにおける届出等の様式を改める。（第６号様式から第14

号様式まで関係）

⑹ その他所要の改正を行う。（第33条及び第34条並びに第15号様式から第20号様

式まで関係）

⑺ この規則は、令和４年３月１日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、そ

れぞれ定める日から施行する。（附則）

ア 第33条第２号及び第34条第１項の改正規定 公布の日

イ 別表第１の改正規定 令和４年４月１日

４ 根拠法令

民法（明治29年法律第89号）第４条、第818条

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第33条

５ 添付資料

(1) 新旧対照表

(2) 根拠法令等の参照条文
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―
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条
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２
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）
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則

附
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第
１

条
～
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７

条
（
略
）

第
１

条
こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
3
1
年
法
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1
6

2
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3
3
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沖
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「
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。
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学
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、
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を
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て
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の
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る
。

２
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を
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て
、
次
の
３
学
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と
す
る
。

（
新
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第
１
学
期

４
月
１
日
か
ら
８
月
3
1
日
ま
で

第
１
学
期

４
月
１
日
か
ら
８
月
3
1
日
ま
で

第
２
学
期

９
月
１
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
ま
で

第
２
学
期

９
月
１
日
か
ら
1
2
月
3
1
日
ま
で

第
３
学
期

１
月
１
日
か
ら
３
月
3
1
日
ま
で

第
３
学
期

１
月
１
日
か
ら
３
月
3
1
日
ま
で

３
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
（
新
設
）

会
に
届
け
出
て
、
次
の
２
学
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
期

４
月
１
日
か
ら
1
0
月
1
0
日
ま
で

後
期

1
0
月
1
1
日
か
ら
翌
年
３
月
3
1
日
ま
で

４
校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
２
項
に
規
定
す
る
学
期
の
期
間
を
変
更
３

校
長
は
、
教
育
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項

に
規
定
す
る
学
期
の
期
間
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
学
期
の
期
間
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
４

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
学
期
の
期
間
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、

教
育
委
員
会
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
委
員
会
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
９

条
～

第
1
6
条

（
略
）

第
９

条
～

第
1
6
条

（
略
）

（
就
学
義
務
の
猶
予
又
は
免
除
）

（
就
学
義
務
の
猶
予
又
は
免
除
）

第
1
7
条

小
学
部
又
は
中
学
部
の
児
童
生
徒
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
就
学
困
難

第
1
7
条

小
学
部
又
は
中
学
部
の
児
童
生
徒
が
病
気
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
の
た
め
就
学
困
難

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
（
学
校
教
育
法
第
1
6
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同

と
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
者

じ
。
）
は
、
医
師
の
証
明
書
及
び
校
長
の
意
見
書
等
そ
の
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
当
該

は
、
医
師
の
証
明
書
及
び
校
長
の
意
見
書
等
そ
の
事
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
、
当
該

児
童
生
徒
の
居
住
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
就
学
義
務
の
猶
予
又
は
免
除
を
願
い
出
な
け
れ

児
童
生
徒
の
居
住
す
る
市
町
村
の
教
育
委
員
会
に
就
学
義
務
の
猶
予
又
は
免
除
を
願
い
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
就
学
義
務
の
猶
予
又
は
免
除
を
受
け
た
と
き
、
保
護
者
は
そ
の
旨
を
校
長

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
入
学
の
手
続
）

（
入
学
の
手
続
）

第
1
8
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
校
長
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、
誓
約
書
（
第
６
号
様

第
1
8
条

入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
校
長
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
、
保
護
者
（
成
年
者
の
場
合

式
）
、
住
民
票
の
謄
本
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
、
保
証
人
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
保
護
者
が
遠
隔
地
に
居
住
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
保

証
人
と
連
署
し
た
誓
約
書
（
第
６
号
様
式
）
及
び
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
謄
本
を
校
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
1
9
条
・

第
2
0
条

（
略
）

第
1
9
条

・
第

2
0
条

（
略
）

（
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（
保
証
人
）

（
保
護
者
及
び
保
証
人
）

第
2
1
条

入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
等
（
保
護
者
そ
の
他
の
学
校
に
対
し
て
幼
児
又
は
児

第
2
1
条

保
護
者
は
、
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
対
し
て
親
権
を
行
う
者
（
親
権
を
行
う
者
の
な
い
と

童
生
徒
に
関
す
る
責
任
を
負
う
者
と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の

き
は
、
後
見
人
又
は
後
見
人
の
職
務
を
行
う
者
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
成
年
に
達
し
た
生
徒
に
対

も
と
か
ら
通
学
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
場
合
は
、
保
証
人
を
立
て
る
も
の
と
す
る
。

し
て
は
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
保
証
人
は
、
学
校
所
在
の
市
町
村
又
は
近
隣
の
市
町
村
に
居
住
し
、
独
立
の
生
計
を
営
む
成
年
２

保
証
人
は
、
学
校
所
在
の
市
町
村
又
は
近
隣
の
市
町
村
に
居
住
し
、
独
立
の
生
計
を
営
む
成
年

者
で
、
学
校
に
対
し
て
保
護
者
等
と
と
も
に
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
関
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
が

者
で
、
学
校
に
対
し
て
保
護
者

と
と
も
に
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
関
す
る
責
任
を
負
う
こ
と
が

で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
き
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
保
護
者
等
若
し
く
は
保
証
人
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
保
護
者
等
若
し
く
は
保
証
人
の
住
３

保
護
者

若
し
く
は
保
証
人
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
、
又
は
保
護
者

若
し
く
は
保
証
人
の
住

所
若
し
く
は
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
若
し
く
は
氏
名
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
校
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
（
略
）

４
校
長
は
、
保
証
人
を
適
当
で
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

（
転
学
）

（
転
学
）

第
2
2
条

他
の
学
校
へ
転
学
し
よ
う
と
す
る
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
保
護
者
等
は
、
転
学
願
（
第
７

第
2
2
条

他
の
学
校
へ
転
学
し
よ
う
と
す
る
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
保
護
者

は
、
転
学
願
（
第
７

号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
転
学
願
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
転
学
の
事
由
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
そ
の
事
由
を
記
載
し
た
書
面
、
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
在
学
証
明
書
等
必
要
な
書
類
を

転
学
先
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
幼
稚
部
又
は
高
等
部
の
場
合
、
転
学
先
の
校
長
は
教
育
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
適
当
と
認
め

た
と
き
は
、
相
当
学
年
に
転
入
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
校
長
は
、
幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
転
入
学
す
る
場
合
に
は
、
当
該
幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
従
前

在
学
し
て
い
た
学
校
の
校
長
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
校
長
か
ら
速
や
か
に
そ
の

幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
指
導
要
録
の
写
し
（
転
学
し
て
き
た
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、

転
学
に
よ
り
送
付
を
受
け
た
指
導
要
録
の
写
し
を
含
む
。
）
、
健
康
診
断
書
そ
の
他
必
要
な
書
類

の
送
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
転
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
1
8
条
及
び
第
1
9
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
転
科
）

（
転
科
）
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第
2
3
条

他
の
学
科
に
転
科
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
等
と
連
署
し
た
転
科
願
（
第
８
号
様

第
2
3
条

他
の
学
科
に
転
科
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者

と
連
署
し
た
転
科
願
（
第
８
号
様

式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
転
科
願
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
適
当
と

認
め
た
と
き
は
、
相
当
学
年
に
転
科
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
前
項
の
規
定
に
よ
る
転
科
の
許
可
は
、
学
年
始
め
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
退
学
）

（
退
学
）

第
2
4
条

病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
退
学
し
よ
う
と
す
る
幼
児
又
は
高
等
部
の
生
徒
は
、
保
護
者

第
2
4
条

病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
退
学
し
よ
う
と
す
る
幼
児
又
は
高
等
部
の
生
徒
は
、
保
護
者

等
と
連
署
し
た
退
学
願
（
第
９
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
連
署
し
た
退
学
願
（
第
９
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
事
由
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
退
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
退
学
を
許
可
し
た
場
合
は
、
速
や
か
に
教
育
委
員
会
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
留
学
）

（
留
学
）

第
2
5
条

外
国
の
高
等
学
校
等
に
留
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
等
と
連
署
し
た
留
学
願
（
第

第
2
5
条

外
国
の
高
等
学
校
等
に
留
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者

と
連
署
し
た
留
学
願
（
第

1
0
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
0
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
留
学
願
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
教
育
上
有
益
と
認
め
た
と
き
は
、
留
学

を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
留
学
を
許
可
し
た
と
き
は
、
生
徒
の
在
学
証
明
書
、
成
績
証
明

書
そ
の
他
必
要
な
書
類
を
留
学
先
の
高
等
学
校
等
の
校
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
校
長
は
、
留
学
を
許
可
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
留
学
先
の
外
国
の
高
等
学
校
等

と
の
間
で
協
議
を
行
い
、
当
該
留
学
の
概
要
を
把
握
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な

い
事
情
に
よ
り
協
議
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
学
校
間
の
協
議
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

５
校
長
は
、
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
留
学
を
許
可
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
、
外
国
の
高
等
学
校
等

に
お
け
る
履
修
を
当
該
生
徒
の
在
学
す
る
学
校
に
お
け
る
履
修
と
み
な
し
、
3
0
単
位
を
超
え
な
い

範
囲
で
単
位
の
修
得
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
単
位
の
修
得
を
認
定
さ
れ
た
生
徒
に
つ
い
て
、
第
3
4
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
第
８
条
第
１
項
に
規
定
す
る
学
年
の
中
途
に
お
い
て
も
、
各
学
年
の
課
程
の
修
了
又
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は
卒
業
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
休
学
）

（
休
学
）

第
2
6
条

病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
休
学
を
し
よ
う
と
す
る
高
等
部
の
生
徒
は
、
保
護
者
等
と

第
2
6
条

病
気
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
、
休
学
を
し
よ
う
と
す
る
高
等
部
の
生
徒
は
、
保
護
者

と

連
署
し
た
休
学
願
（
第
1
1
号
様
式
）
に
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
事
由
を
証
す
る
書
類
等
を
添
え

連
署
し
た
休
学
願
（
第
1
1
号
様
式
）
に
医
師
の
診
断
書
そ
の
他
の
事
由
を
証
す
る
書
類
等
を
添
え

て
、
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

て
、
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
事
由
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
休
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３
休
学
の
期
間
は
、
３
月
以
上
１
年
以
内
と
す
る
。

４
校
長
は
、
引
き
続
き
休
学
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
１
項
に
定
め
る
手
続
き
を
行
っ
た
と
き
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
休
学
を
通
算
し
て
３
年
以
内
の
期
間
を
限
り
延
長
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

５
校
長
は
、
前
項
に
定
め
る
休
学
の
期
間
が
満
了
し
、
な
お
復
学
で
き
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
退
学
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
休
学
の
取
消
し
）

（
休
学
の
取
消
し
）

第
2
7
条

休
学
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
を
受
け
た
後
、
３
月
以
内
に
そ
の
事
由
が
消
滅
し

第
2
7
条

休
学
の
許
可
を
受
け
た
者
が
そ
の
許
可
を
受
け
た
後
、
３
月
以
内
に
そ
の
事
由
が
消
滅
し

た
と
き
は
、
保
護
者
等
と
連
署
し
た
休
学
取
消
願
（
第
1
2
号
様
式
）
に
医
師
の
診
断
書
等
そ
の
事

た
と
き
は
、
保
護
者

と
連
署
し
た
休
学
取
消
願
（
第
1
2
号
様
式
）
に
医
師
の
診
断
書
等
そ
の
事

由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
校
長
に
休
学
の
取
消
し
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
、
校
長
に
休
学
の
取
消
し
を
願
い
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
事
由
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
休
学
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き

る
。

（
復
学
）

（
復
学
）

第
2
8
条

休
学
中
の
者
が
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
等
と
連
署
し
た
復
学
願
（
第
1
3
号

第
2
8
条

休
学
中
の
者
が
復
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者

と
連
署
し
た
復
学
願
（
第
1
3
号

様
式
）
に
、
病
気
の
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
、
そ
の
他
の
場
合
は
理
由
書
を
添
え
て
、
校
長
に

様
式
）
に
、
病
気
の
と
き
は
医
師
の
診
断
書
を
、
そ
の
他
の
場
合
は
理
由
書
を
添
え
て
、
校
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
事
由
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
復
学
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
再
入
学
）

（
再
入
学
）
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第
2
9
条

退
学
し
た
者
が
同
一
の
学
校
へ
再
入
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者
等
と
連
署
し
た

第
2
9
条

退
学
し
た
者
が
同
一
の
学
校
へ
再
入
学
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
護
者

と
連
署
し
た

再
入
学
願
（
第
1
4
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

再
入
学
願
（
第
1
4
号
様
式
）
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
再
入
学
願
の
事
由
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
相
当
学
年
に
再
入
学

を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
再
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
1
8
条
及
び
第
1
9
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
3
0
条
～

第
3
2
条

（
略
）

第
3
0
条

～
第

3
2
条

（
略
）

（
原
級
留
置
）

（
原
級
留
置
）

第
3
3
条

校
長
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
児
童
生
徒
を
原
級
に
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
3
3
条

校
長
は
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
児
童
生
徒
を
原
級
に
留
め
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
次
条
に
よ
る
学
年
の
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
を
認
定
で
き
な
い
者

⑴
次
条
に
よ
る
学
年
の
課
程
の
修
了
又
は
卒
業
を
認
定
で
き
な
い
者

⑵
高
等
部
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
単
位
を
履
修
で
き
な
い
者

⑵
高
等
部
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
単
位
を
修
得
で
き
な
い
者

（
卒
業
又
は
修
了
の
認
定
）

（
卒
業
又
は
修
了
の
認
定
）

第
3
4
条

校
長
は
、
幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
所
定
の
教
育
課
程
を
履
修
し
、
そ
の
成
果
が
満
足
で
き

第
3
4
条

校
長
は
、
幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
所
定
の
課
程

を
履
修
し
、
そ
の
成
果
が
満
足
で
き

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
卒
業
又
は
修
了
を
認
定
す
る
。

る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
当
該
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
卒
業
又
は
修
了
を
認
定
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
卒
業
又
は
修
了
を
認
定
す
る
時
期
は
、
３
月
と
す
る
。

３
校
長
は
、
卒
業
又
は
修
了
を
認
定
し
た
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
卒
業
証
書
（
第
1
5
号

様
式
）
又
は
修
了
証
書
（
第
1
6
号
様
式
）
を
授
与
す
る
。

（
証
明
書
等
の
交
付
）

第
3
5
条

（
略
）

第
3
5
条

校
長
は
、
必
要
と
認
め
た
者
に
対
し
て
、
次
の
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

⑴
卒
業
証
明
書
（
第
1
7
号
様
式
）

⑵
修
了
証
明
書
（
第
1
8
号
様
式
）

⑶
在
学
証
明
書
（
第
1
9
号
様
式
）

⑷
学
業
成
績
証
明
書
（
第
2
0
号
様
式
）

（
出
席
停
止
）

（
出
席
停
止
）

第
3
6
条

校
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
対

第
3
6
条

校
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
対

し
て
出
席
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
幼
稚
部
、
小
学
部
又
は
中
学

し
て
出
席
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
幼
稚
部
、
小
学
部
又
は
中
学
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部
の
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
護
者
等
に
、
高
等
部
の
生
徒
に
あ
っ
て
は
当
該
生

部
の
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
あ
っ
て
は
そ
の
保
護
者

に
、
高
等
部
の
生
徒
に
あ
っ
て
は
当
該
生

徒
に
出
席
停
止
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

徒
に
出
席
停
止
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

⑴
伝
染
病
に
か
か
り
、
あ
る
い
は
そ
の
疑
い
が
あ
り
、
又
は
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

⑴
伝
染
病
に
か
か
り
、
あ
る
い
は
そ
の
疑
い
が
あ
り
、
又
は
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

⑵
非
常
変
災
等
で
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
危
難
が
お
よ
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

⑵
非
常
変
災
等
で
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
危
難
が
お
よ
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

２
（
略
）

２
校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
出
席
停
止
を
指
示
し
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
教
育
委
員

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
席
等
の
届
出
）

（
欠
席
等
の
届
出
）

第
3
7
条

幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
欠
席
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
等
は
、
欠
席
届
を
校
長
に
提
出

第
3
7
条

幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
欠
席
す
る
と
き
は
、
そ
の
保
護
者

は
、
欠
席
届
を
校
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
3
8
条
～

第
4
0
条

（
略
）

第
3
8
条

～
第

4
0
条

（
略
）

（
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
異
動
等
の
届
出
）

（
幼
児
又
は
児
童
生
徒
の
異
動
等
の
届
出
）

第
4
1
条

幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
住
所
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
等
は
、
住
所

第
4
1
条

幼
児
又
は
児
童
生
徒
が
住
所
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
者

は
、
住
所

又
は
氏
名
変
更
届
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

又
は
氏
名
変
更
届
を
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
氏
名
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
抄
本
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
氏
名
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
抄
本
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

３
幼
児
又
は
生
徒
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
者
等
は
死
亡
届
を
速
や
か
に
校
長
に
提
出
し
３

幼
児
又
は
生
徒
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
保
護
者

は
死
亡
届
を
速
や
か
に
校
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
寄
宿
舎
へ
の
入
舎
）

（
寄
宿
舎
へ
の
入
舎
）

第
4
2
条

寄
宿
舎
に
入
舎
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
等
及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
入
舎
願
を
校

第
4
2
条

寄
宿
舎
に
入
舎
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者

及
び
保
証
人
と
連
署
し
た
入
舎
願
を
校

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
成
年
者
の
特
例
）

第
4
2
条

の
２

成
年
者
に
係
る
第
2
1
条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
、
第
2
2
条
第
１
項
、
第
2
3
条
第
１
（
新
設
）

項
、
第
2
4
条
第
１
項
、
第
2
5
条
第
１
項
、
第
2
6
条
第
１
項
、
第
2
7
条
第
１
項
、
第
2
8
条
第
１
項
、

第
2
9
条
第
１
項
、
第
3
6
条
第
１
項
、
第
3
7
条
第
１
項
、
第
4
1
条
第
１
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
4
2

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
2
1
条
第
１
項
中
「
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
等
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（
保
護
者
そ
の
他
の
学
校
に
対
し
て
幼
児
又
は
児
童
生
徒
に
関
す
る
責
任
を
負
う
者
と
し
て
教
育

委
員
会
が
定
め
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
も
と
か
ら
通
学
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
場
合
」

と
あ
る
の
は
「
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
保
護
者
等
と
と
も
に
幼
児
又
は

児
童
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「
生
徒
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
保
護
者
等
若
し
く
は
保
証
人
」
と
あ

る
の
は
「
保
証
人
」
と
、
第
2
2
条
第
１
項
、
第
2
3
条
第
１
項
、
第
2
4
条
第
１
項
、
第
2
5
条
第
１

項
、
第
2
6
条
第
１
項
、
第
2
7
条
第
１
項
、
第
2
8
条
第
１
項
、
第
2
9
条
第
１
項
、
第
3
6
条
第
１
項
、

第
3
7
条
第
１
項
及
び
第
4
1
条
第
１
項
中
「
保
護
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
保
証
人
」
と
、
同
条
第
３

項
中
「
保
護
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
遺
族
」
と
、
第
4
2
条
中
「
保
護
者
等
及
び
保
証
人
」
と
あ
る

の
は
「
保
証
人
」
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
成
年
者
が
誓
約
書
を
提
出
し
た
日
に
お
い
て
1
8
歳
未

満
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
前
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
成
年
者
の
保
護
者
等
で
あ
っ
た
者
は
、
な
お
保
護
者

等
で
あ
る
も
の
と
み
な
す
。

第
4
3
条
～

第
5
8
条

（
略
）

第
4
3
条

～
第

5
8
条

（
略
）

（
学
校
評
価
）

（
学
校
評
価
）

第
5
9
条

校
長
は
、
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行

第
5
9
条

校
長
は
、
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
（
略
）

２
前
項
の
評
価
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
校
長
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、
適
切
な
項
目
を
設
定
し

て
行
う
も
の
と
す
る
。

３
校
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
当
該
学
校
の
幼
児
又
は
児
童
生
徒

３
校
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
た
当
該
学
校
の
幼
児
又
は
児
童
生
徒

の
保
護
者
等
そ
の
他
の
当
該
学
校
の
関
係
者
（
当
該
学
校
の
職
員
を
除
く
。
）
に
よ
る
評
価
を
行

の
保
護
者

そ
の
他
の
当
該
学
校
の
関
係
者
（
当
該
学
校
の
職
員
を
除
く
。
）
に
よ
る
評
価
を
行

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

い
、
そ
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

４
（
略
）

４
校
長
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
の
結
果
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
評
価
を
行
っ
た
場
合

は
そ
の
結
果
を
、
教
育
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
6
0
条
～

第
8
4
条

（
略
）

第
6
0
条

～
第

8
4
条

（
略
）

別
表

第
１
（
第
３
条
関
係
）

別
表

第
１
（
第
３
条
関
係
）



（
新

旧
対

照
表

9
ペ

ー
ジ

）

名
称

位
置

障
害
の
種
類

部
科

修
業
年
限

学
科

名
称

位
置

障
害
の
種
類

部
科

修
業
年
限

学
科

沖
縄
県
立
名
護
特
名
護
市
字
知
的
障
害

幼
稚
部

1
年
、
2
年
、

沖
縄
県
立
名
護
特
名
護
市
字
知
的
障
害

幼
稚
部

1
年
、
2
年
、

別
支
援
学
校

宇
茂
佐

肢
体
不
自
由

3
年

別
支
援
学
校

宇
茂
佐

肢
体
不
自
由

3
年

視
覚
障
害

視
覚
障
害

聴
覚
障
害

小
学
部

6
年

聴
覚
障
害

小
学
部

6
年

病
弱

病
弱

中
学
部

3
年

中
学
部

3
年

高
等
部

3
年

普
通
科

高
等
部

3
年

普
通
科

沖
縄
県
立
美
咲
特
沖
縄
市
美
知
的
障
害

幼
稚
部

1
年
、
2
年
、

沖
縄
県
立
美
咲
特
沖
縄
市
美
知
的
障
害

幼
稚
部

1
年
、
2
年
、

別
支
援
学
校

里
3
年

別
支
援
学
校

里
3
年

小
学
部

6
年

小
学
部

6
年

中
学
部

3
年

中
学
部

3
年

高
等
部

3
年

普
通
科

高
等
部

3
年

普
通
科

美
里
高
等
学
校
沖
縄
市
松
知
的
障
害

高
等
部

3
年

普
通
科

（
新
設
）

分
教
室

本

総
合
教
育
セ
ン
沖
縄
市
与
知
的
障
害

高
等
部

3
年

普
通
科

（
新
設
）

タ
ー
分
教
室

儀

別
表

第
２
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
略
）

別
表

第
２
（
第
６
条
の
２
関
係
）

（
略
）

第
１

号
様

式
～

第
５
号

様
式

（
略

）
第

１
号

様
式

～
第

５
号
様

式
（

略
）

第
６

号
様

式
（
第
1
8
条
関
係
）

※
全
部
改
正

第
６

号
様

式
（
第
1
8
条
関
係
）



（
新

旧
対

照
表

1
0

ペ
ー

ジ
）

誓
約
書

誓
約

書

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

歳
児

歳
児

部
科
第

学
年

部
科
第

学
年

幼
児
・
生
徒
名

幼
児
・
生
徒
名

上
記
の
者
の
在
学
中
は
、
教
育
方
針
に
従
い
、
諸
規
則
を
守
ら
せ
、
本
人
に
関
す
る
全
て
の

上
記
の
者
の
在
学
中
は
、
教
育
方
針
に
従
い
、
諸
規
則
を
か
た
く
守
ら
せ
る
と
と
も
に
、
本

責
任
を
負
う
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

人
に
関
す
る
全
て
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
誓
い
ま
す
。

保
護
者
等

住
所

保
護
者

住
所

氏
名

氏
名

（
幼
児
・
生
徒
と
の
続
柄
）

（
生
徒
と
の
続
柄
）

保
証
人

住
所

保
証
人

住
所

氏
名

氏
名

（
幼
児
・
生
徒
と
の
続
柄
）

（
生
徒
と
の
続
柄
）

（
Ａ
４
判
）

注
幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
保
護
者
等
又
は
保
証
人
に
係
る
記
載
が
不
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
適
宜
修
正
す
る
こ

と
。

第
７

号
様

式
（
第
2
2
条
関
係
）

※
全
部
改
正

第
７

号
様

式
（
第
2
2
条
関
係
）

転
学
願

転
学

願

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

歳
児

部
科
第

学
年

部
科
第

学
年

幼
児
・
児
童
・
生
徒

氏
名

幼
児
・
児
童
・
生
徒
氏
名



（
新

旧
対

照
表

1
1

ペ
ー

ジ
）

保
護
者
等
氏
名

保
護

者
氏

名

下
記
の
と
お
り
転
学
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
転
学
さ
せ
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

転
学
先

学
校

転
学
先

学
校

事
由

事
由

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
・
小
学
部
・
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
８

号
様

式
（
第
2
3
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
８

号
様

式
（
第
2
3
条
関
係
）

転
科
願

転
科

願

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

高
等
部

科
第

学
年

高
等
部

科
第

学
年

生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名

下
記
の
と
お
り
転
科
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
転
科
し
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

転
科
先

科
第

学
年

転
科
先

科
第

学
年

事
由

事
由



（
新

旧
対

照
表

1
2

ペ
ー

ジ
）

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
９

号
様

式
（
第
2
4
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
９

号
様

式
（
第
2
4
条
関
係
）

退
学
願

退
学

願

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

歳
児

部
科
第

学
年

部
科
第

学
年

組

幼
児
・
生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名

下
記
の
と
お
り
退
学
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
退
学
さ
せ
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

期
日

年
月

日
期

日
年

月
日

事
由

事
由

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
1
0
号
様

式
（
第
2
5
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
0
号

様
式
（
第
2
5
条
関
係
）

留
学
願

留
学

願

年
月

日
年

月
日



（
新

旧
対

照
表

1
3

ペ
ー

ジ
）

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

高
等
部

科
第

学
年

高
等
部

科
第

学
年

組

生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名

下
記
の
と
お
り
留
学
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
留
学
し
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

留
学
先

国
名

留
学
先

国
名

学
校
名

学
校
名

留
学
の
目
的

留
学
の
目
的

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
1
1
号
様

式
（
第
2
6
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
1
号

様
式
（
第
2
6
条
関
係
）

休
学
願

休
学

願

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

高
等
部

科
第

学
年

部
科
第

学
年

組

生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名



（
新

旧
対

照
表

1
4

ペ
ー

ジ
）

下
記
の
と
お
り
休
学
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
休
学
さ
せ
た
い
の
で
、
許
可
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

事
由

事
由

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
1
2
号
様

式
（
第
2
7
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
2
号

様
式
（
第
2
7
条
関
係
）

休
学
取
消
願

休
学

取
消

願

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

高
等
部

科
第

学
年

部
科
第

学
年

組

生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名

年
月

日
か
ら

の
た
め
休
学
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
下
記
の
と
お
り

年
月

日
か
ら

の
た
め
休
学
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
下
記
の
と
お
り

そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
の
で
、
休
学
の
取
消
し
を
お
願
い
し
ま
す
。

そ
の
事
由
が
消
滅
し
た
の
で
、
休
学
の
取
消
し
を
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

期
間

年
月

日
期

間
年

月
日

事
由

事
由



（
新

旧
対

照
表

1
5

ペ
ー

ジ
）

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
1
3
号
様

式
（
第
2
8
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
3
号

様
式
（
第
2
8
条
関
係
）

復
学
願

復
学

願

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

高
等
部

科
第

学
年

部
科
第

学
年

組

生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名

年
月

日
か
ら

の
た
め
休
学
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

年
月

日
か
ら

の
た
め
休
学
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

下
記
の
と
お
り
復
学
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
復
学
さ
せ
た
い
の
で
、
許
可
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

期
間

年
月

日
期

間
年

月
日

事
由

事
由

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
1
4
号
様

式
（
第
2
9
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
4
号

様
式
（
第
2
9
条
関
係
）

再
入
学
願

再
入

学
願

年
月

日
年

月
日



（
新

旧
対

照
表

1
6

ペ
ー

ジ
）

沖
縄
県
立

学
校
長

殿
沖
縄
県
立

学
校
長

殿

歳
児

部
科
第

学
年

部
科
第

学
年

幼
児
・
生
徒
氏
名

生
徒
氏
名

保
護
者
等
氏
名

保
護
者
氏
名

下
記
の
と
お
り
再
入
学
し
た
い
の
で
、
許
可
を
お
願
い
し
ま
す
。

下
記
の
と
お
り
再
入
学
し
た
い
の
で
、
許
可
下
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

記
記

期
間

年
月

日
期

間
年

月
日

事
由

事
由

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
本
人
が
成
年
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
保
護
者
等
」
を
「
保
証
人
」
と
す
る
。

第
1
5
号
様

式
（
第
3
4
条
関
係
）

第
1
5
号

様
式
（
第
3
4
条
関
係
）

注
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

注
１

小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
高
等
部
に
つ
い
て
は
、
科
の
下
に
学
科
名
を
加
え
る
。

第
1
6
号
様

式
（
第
3
4
条
関
係
）

第
1
6
号

様
式
（
第
3
4
条
関
係
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
高
等
部
専
攻
科
に
つ
い
て
は
、
科
の
下
に
学
科
名
を
加
え
る
。

２
高
等
部

に
つ
い
て
は
、
科
の
下
に
学
科
名
を
加
え
る
。

第
1
7
号
様

式
（
第
3
5
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
7
号

様
式
（
第
3
5
条
関
係
）



（
新

旧
対

照
表

1
7

ペ
ー

ジ
）

割
印

証
第

号
割

印
証

第
号

卒
業
証
明
書

卒
業

証
明

書

氏
名

氏
名

年
月

日
生

年
月

日
生

上
記
の
者
は
、

年
月

日
本
校

部
科
を
卒
業
し
た
こ
と
を
証
明
す

上
記
の
者
は
、

年
月

日
本
校
の

部
科
を
卒
業
し
た
こ
と
を
証
明

る
。

し
ま
す
。

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印
沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印

（
Ａ
４
判
）

注
１

小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

（
Ａ
４
判
）

注
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
高
等
部
に
つ
い
て
は
、
科
の
次
に
学
科
名
を
加
え
る
。

第
1
8
号
様

式
（
第
3
5
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
8
号

様
式
（
第
3
5
条
関
係
）

割
印

証
第

号
割

印
証

第
号

修
了
証
明
書

修
了

証
明

書

氏
名

氏
名

年
月

日
生

年
月

日
生

上
記
の
者
は
、

年
月

日
本
校

部
科
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
す

上
記
の
者
は
、

年
月

日
本
校
の

部
科
（
第

学
年
）
を
修
了

る
。

し
た
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。



（
新

旧
対

照
表

1
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）

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印
沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
、
（
第

学
年
）
を
除
く
。

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
高
等
部

に
つ
い
て
は
、
科
の
次
に
学
科
名
を
加
え
る
。

２
高
等
部
専
攻
科
に
つ
い
て
は
、
科
の
次
に
学
科
名
を
加
え
る
。

第
1
9
号
様

式
（
第
3
5
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
1
9
号

様
式
（
第
3
5
条
関
係
）

割
印

証
第

号
割

印
証

第
号

在
学
証
明
書

在
学

証
明

書

住
所

住
所

氏
名

氏
名

年
月

日
生

年
月

日
生

上
記
の
者
は
、
本
校

部
科
第

学
年
に
在
学
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

上
記
の
者
は
、
本
校

部
科
第

学
年
に
在
学
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

年
月

日
年

月
日

沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印
沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
科
、
学
年
を
除
く
。

（
Ａ
４
判
）

注
１

幼
稚
部
に
つ
い
て
は
、
「

科
第

学
年
」
を
「
第

歳
児
」
と
す
る
。

２
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

２
小
学
部
及
び
中
学
部
に
つ
い
て
は
、
科
を
除
く
。

３
高
等
部
専
攻
科
に
つ
い
て
は
、
科
の
次
に
学
科
名
を
加
え
る
。
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第
2
0
号
様

式
（
第
3
5
条
関
係
）
※
全
部
改
正

第
2
0
号

様
式
（
第
3
5
条
関
係
）

証
(
盲
)
(
聾
)
(
特
)
第

号
ろ
う

学
業
成
績
証
明
書

学
業

成
績

証
明

書

高
等
部

全
日
制
課
程

科
年

月
卒
業

修
了

部
科

課
程

年
月

卒
業

修
了

氏
名

氏
名

年
月

日
生

上
記
の
と
お
り
証
明
し
ま
す
。

上
記
の
と
お
り
証
明
す
る
。

年
月

日

年
月

日
沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印

沖
縄
県
立

学
校
長

氏
名

印

記
載
責
任
者

氏
名

印

（
Ａ
４
判
）

（
Ａ
４
判
）

教 　 科 　
科

　
目

第
１
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

評 　 　 定

授 業 時 数

出 席 時 数

単 位 数

評 　 　 定

授 業 時 数

出 席 時 数

単 位 数

評 　 　 定

授 業 時 数

出 席 時 数

単 位 数

国 　 語

教 　 科 　 等

　
　

　
　

　
　
学

年

　
　

　
単

位
評

定

科
　

目

１
２

３

評
　

定

　         

　         
単

位
数

評
　

定

　         

　         

単
位

数
評

　
定

　         

　         

単
位

数

国 　 語



参 照 条 文
○ 民 法 （ 明 治 二 十 九 年 法 律 第 八 十 九 号 ）

（ 成 年 ）

第 四 条 年 齢 十 八 歳 を も っ て 、 成 年 と す る 。

（ 親 権 者 ）

第 八 百 十 八 条 成 年 に 達 し な い 子 は 、 父 母 の 親 権 に 服

す る 。

二 子 が 養 子 で あ る と き は 、 養 親 の 親 権 に 服 す る 。

三 親 権 は 、 父 母 の 婚 姻 中 は 、 父 母 が 共 同 し て 行 う 。

た だ し 、 父 母 の 一 方 が 親 権 を 行 う こ と が で き な い と

き は 、 他 の 一 方 が 行 う 。

○ 地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律 （ 昭

和 三 十 一 年 法 律 第 百 六 十 二 号 ）

（ 学 校 等 の 管 理 ）

第 三 十 三 条 教 育 委 員 会 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反 し な

い 限 り に お い て 、 そ の 所 管 に 属 す る 学 校 そ の 他 の 教

育 機 関 の 施 設 、 設 備 、 組 織 編 制 、 教 育 課 程 、 教 材 の

取 扱 い そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い て 、 必

要 な 教 育 委 員 会 規 則 を 定 め る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 当 該 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め よ う と す る 事

項 の う ち 、 そ の 実 施 の た め に は 新 た に 予 算 を 伴 う こ

と と な る も の に つ い て は 、 教 育 委 員 会 は 、 あ ら か じ

め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 に 協 議 し な け れ ば な ら な

い 。

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 教 育 委 員 会 は 、 学 校 に お け

る 教 科 書 以 外 の 教 材 の 使 用 に つ い て 、 あ ら か じ め 、

教 育 委 員 会 に 届 け 出 さ せ 、 又 は 教 育 委 員 会 の 承 認 を

受 け さ せ る こ と と す る 定 め を 設 け る も の と す る 。

３ 第 二 十 三 条 第 一 項 の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ り 同

項 第 一 号 に 掲 げ る 事 務 を 管 理 し 、 及 び 執 行 す る こ と

と さ れ た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 法 令 又 は 条 例 に 違 反

し な い 限 り に お い て 、 特 定 社 会 教 育 機 関 の 施 設 、 設

備 、 組 織 編 制 そ の 他 の 管 理 運 営 の 基 本 的 事 項 に つ い

て 、 必 要 な 地 方 公 共 団 体 の 規 則 を 定 め る も の と す

る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 規 則 で 定 め よ う と す る

事 項 に つ い て は 、 当 該 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 あ ら か

じ め 当 該 地 方 公 共 団 体 の 教 育 委 員 会 に 協 議 し な け れ

ば な ら な い 。


